
 

○宮代町学校給食運営審議会条例 

平成１８年３月２３日 

条例第９号 

（設置） 

第１条 学校給食の適正な運営を図るとともに、児童・生徒の心身の健全な発達に寄与するため、

宮代町学校給食運営審議会（以下「審議会」という。）を置く。 

（所掌事項） 

第２条 審議会は、宮代町教育委員会（以下「教育委員会」という。）の諮問に応じて、次に掲げ

る事項を調査審議する。 

（１）学校給食の計画に関する事項 

（２）学校給食費に関する事項 

（３）給食内容に関する事項 

（４）前３号に掲げるもののほか、学校給食に関する重要事項 

（組織） 

第３条 審議会は、委員１５人以内で組織し、次の各号に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱す

る。 

（１）学校医代表 

（２）学校歯科医代表 

（３）学校薬剤師代表 

（４）保健所職員 

（５）識見を有する者 

（６）公募による町民 

（７）学校長 

（８）保護者の代表 

（任期） 

第４条 委員の任期は、２年とする。ただし、委員が欠けた場合の補欠委員の任期は、前任者の残

任期間とする。 

２ 役職上によって委嘱された者が、その職を離れたときは、委員は解任されるものとする。 

３ 委員は、連続して６年を超えない範囲において再任されることができる。ただし、当該附属機

関の所掌事務に関し特に専門的な知識経験等を有する者が当該委員以外に得難い等特別の事情が

ある場合又は任期の途中である場合は、この限りでない。 

（会長及び副会長） 

第５条 審議会に会長及び副会長を置く。 

２ 会長及び副会長は、委員の互選によりこれを定める。 

３ 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。 

４ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。 

５ 会長及び副会長の任期は、当該委員の任期とする。 

（会議） 

別紙 



 

第６条 審議会は、会長が招集し、その議長となる。 

２ 審議会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。 

３ 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。 

（意見聴取等） 

第７条 審議会は、第２条に掲げる事項を調査審議するため、必要があると認めるときは、関係者

の出席を求め、意見若しくは説明を聴き、又は必要な資料の提出を求めることができる。 

（秘密の保持） 

第８条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。 

（庶務） 

第９条 審議会の庶務は、教育推進課において処理する。 

（委任） 

第１０条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、教育委員会が定める。 

附 則 

この条例は、平成１８年４月１日から施行する。 


